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５月１２日は
民生委員・
児童委員の日

令和４年４月１日現在民生委員・児童委員　担当地区一覧
電　話担当者担当地区（北部）

０９０−４６１０−９６９８小野寺優子梶野町１丁目

欠員　〃　２丁目

０８０−６７３７−５０７９辻喜美子　〃　３丁目

欠員　〃　４丁目１〜７・１２〜１４番

０４２２−５４−８０５５堀口実枝子　〃　４丁目８〜１１・１５〜２１番

０４２−３８３−２１４９一色清志　〃　５丁目

０４２−３８５−９９７２中村裕子桜町１丁目１・２・９〜１２番

０４２−３８１−３９５２野﨑玲子 〃 １丁目３〜８・１３〜１５番

０４２−３８１−６０４３尾崎庸子 〃 ２・３丁目

０４２−３８１−１４７０鴨下公夫緑町１丁目

０４２−３８３−３４７３髙橋秀樹 〃 ２丁目１〜１０・１５番　

０４２−３８５−７００２太田吉子 〃 ２丁目１１〜１４・１６・１７番

０４２−３８７−２０５５堀井鈴代 〃 ３丁目１〜３・１１〜１５番

０９０−９９６０−８０１３村田佳織里 〃 ３丁目４〜１０番

０４２−３８８−１７６１奥山栄美 〃 ４丁目１〜５・１３〜１８番

０４２−３８３−５５００根本恵美子 〃 ４丁目６〜１２番

０４２−２０１−３３０６大久保聡美 〃 ５丁目１〜３・１３〜１８番

０４２−４０３−３４３６岳尾好江 〃 ５丁目４〜１２・１９〜２２番

０４２−３８１−５８５４松島豊関野町全域

欠員本町２丁目１・３・４・６〜８・
１７〜２０番

０９０−１７６２−９０２３福岡貴子 〃 ２丁目２・５・９〜１６番

０４２−３８１−４０３６大久保美千子 〃 ３丁目１〜５番

０４２−３８１−３８９３米田秀子 〃 ３丁目６〜１４番

０４２−３８５−５６９３長谷川嘉子 〃 ４丁目５〜８番（本町住宅）

０４２−３８４−６５０８青山清美 〃 ４丁目（本町住宅を除く）

０４２−３８７−２１１８清水尚美 〃 ５丁目３〜７・２５〜３５・４０・
４１番

０４２−３０１−６６４６西田美津子 〃 ５丁目１１〜１９・３８番

０４２−３８１−０４８８野村直子 〃 ５丁目１・２・８〜１０・２０〜
２４・３６・３７・３９番

０８０−５０２０−０５８１八木尚子
北部地区担当主任児童委員

欠員

電　話担当者担当地区（東部）

０４２−３８８−６１３０持田晴子東町１丁目２〜１４番

０４２−３８３−２０６０井川妙子 〃 １丁目１５・２７〜３５番

０４２−３８３−５９５３永並和子 〃 １丁目１・１６〜２６番

欠員 〃 １丁目３６〜４５番

０４２２−３２−３５６６成田普子 〃 ２丁目１〜５・１９・２０番

０４２２−３２−２８２１古宮景子 〃 ２丁目６〜１８・２９〜３１番

０４２２−３２−７７３２青松佐枝 〃 ２丁目２１〜２８番

０４２２−３１−８２０２島田安雄 〃 ３丁目

０４２−３８７−７３５９松浦早紀子 〃 ４丁目８〜２０番

０４２−３８４−０９３９滝澤裕美 〃 ４丁目１〜７・２１〜３０番

０４２−３８２−７１８５星野千恵子 〃 ４丁目３１〜４６番

０４２−３８６−２０２３森二三代 〃 ５丁目１〜１８番

０４２−３０１−７６３８門井睦美 〃 ５丁目１９〜３１番

欠員中町１丁目１〜６・１１〜１５番

欠員 〃 １丁目７〜１０番

０４２−３８３−３１９１吉田芳代 〃 ２丁目８〜１８・２４番

０４２−３８３−３６３８熊井和美 〃 ２丁目１〜７・１９〜２３番

０４２−３８２−９０５０小堀哲朗 〃 ３丁目１〜１３番

０４２−３８５−８６５０布目陽子 〃 ３丁目１４〜２６番

０５０−５２７７−５２５２細淵重信 〃 ４丁目１〜８・１０〜１２番

０５０−１４６５−５６５１永井紀子 〃 ４丁目９・１３〜１８番

欠員本町１丁目１〜８番

０４２−３８３−４８９７大久保信子 〃 １丁目９〜２０番

０４２−３８３−５５２６織田君代 〃 ６丁目

０４２−３８５−６３３５浦野知美
東部地区担当主任児童委員

０４２−３８３−７３８７古源美紀

電　話担当者担当地区（西部）

０４２−３８１−７４０６雫時子貫井北町１丁目１・８〜１６・２３
〜２６番

欠員　 〃　 １丁目２〜７・１７〜２２
番

０４２−３８４−３５０１川畑美和子　 〃　 ２丁目・３丁目４・５
番・４丁目

欠員　 〃　 ３丁目６〜２２・３１番

欠員　 〃　 ３丁目２３〜２８番・公務
員住宅

欠員　 〃　 ３丁目２９・３０・３２〜４０番

０４２−３２１−２３６０山田礼子　 〃　 ５丁目１・３・１８〜３０番

欠員　 〃　 ５丁目２・４〜１７番

０４２−３８１−８６７３緒方澄子貫井南町１丁目１〜１０・２２〜２７
番

０４２−３０１−７１６５平田玉恵　 〃　 １丁目１１〜２１番

０４２−３８８−１１３２稲葉敦子　 〃　 ２丁目

０４２−３８１−６０１６渕上直美　 〃　 ３丁目

０４２−３８５−０１１１鈴木幸子　 〃　 ４丁目１〜１６番

０４２−３８２−７８３７大平幸子　 〃　 ４丁目１７〜３０番

欠員　 〃　 ５丁目１〜６番

０４２−３８３−８４２３貞包孝子　 〃　 ５丁目７〜２１番

０４２−３８６−０８６９藤川真理子前原町１丁目

０４２−３０１−９８６１鈴木寛　〃　２丁目１〜６・１４〜１９番

欠員　〃　２丁目７〜１３・２０〜２４番

０４２−３８１−０９６６髙木貴子　〃　３丁目１〜４・１４〜２１番

０４２−３８６−１２３１星野洋子　〃　３丁目２４・２７〜４１番

０４２−３０１−６０４５池ノ上寛子　〃　３丁目５〜１３・２２・２３・
２５・２６番

０４２−３８５−８８３６立石静子　〃　４丁目１〜１２番

０８０−７００７−７７７８金ケ江博紀　〃　４丁目１３〜２３番

０４２−３０１−０６８６村澤トキイ　〃　５丁目１〜９番

欠員　〃　５丁目１０〜２０番

０４２−３８８−７８７８小峰優子
西部地区担当主任児童委員

０４２−３８３−４７６６三枝昌子
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　民生委員・児童委員の日は、大正６年５月１２日に民生委員制度の源となる
済世顧問制度が誕生したことにちなみ、昭和５２年に創設されました。
 地域福祉課地域福祉係（☎０４２−３８７−９９１５）

噛民生委員・児童委員噛

　民生委員・児童委員は民生委員法および児童福祉法により、厚生労働大臣
からの委嘱を受けて、地域の方々の相談窓口となり、行政や関係機関とのパ
イプ役を務めています。市には、現在６８人の民生委員・児童委員がおり、そ
れぞれの担当区域内で活動しています。
　民生委員・児童委員の活動は、担当地域の住民が抱える問題についての相
談にのり、社会福祉の制度やサービスについての情報提供や、福祉需要に応

問

じたサービスが得られるように関係行政機関などに連絡し、必要な対応を促
します。　
　民生委員は児童福祉法による児童委員を兼ねていますので、関係機関との
連携や地域の子どもの見守り等、児童福祉の向上にも努めています。
　担当地域が欠員の地区は、近隣の民生委員・児童委員が相談を受けますの
で、地域福祉課までご連絡ください。

噛主任児童委員噛

　主任児童委員は子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・
児童委員です。学校、子ども家庭支援センター、児童相談所等と連携して、
児童福祉の向上に努めています。

民民生生委委員員・・児児童童委委員員民生委民生委員員・・児童委児童委員員
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